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( 前月より418 人増)

出張所の管轄区域一部変更

17出張所の移転など

前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ

う
に
、今
年
の
四
月
を
め
ど
に
、出

張
所
二
か
所
と
出
張
所
分
室
一
か
所

を
新
設
す
る
予
定
で
す
。

■
第
十
七
出
張
所
が
移
転

従
来
の
庁
舎
は
、区
画
整
理
に
よ

っ
て
道
路
用
地
と
な
り
ま
す
の
で
、西

側
方
向
に
約
七
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

移
転
し
ま
す
。新
庁
舎
は
、現
在
建

設
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。管
轄
区

域
は
、下
表
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

■
綾
瀬
川
以
東
に
分
室
を
新
設

第
十
七
出
張
所
の
移
転
に
伴
い
、

綾
瀬
川
以
東
(
現
在
第
十
七
出
張
所

管
轄
区
域
)
の
皆
さ
ん
の
利
便
を
図
る

た
め
神
明
南
町
に
分
室
の
建
設
を

す
す
め
て
い
ま
す
。

管
轄
区
域
は
、綾
瀬
川
以
東
の
第
十
七

出
張
所
区
域
と
な
り
ま
す
。

■
第
十
三
出
張
所
分
室
が
独
立

名
称
は
「足
立
区
役
所
鹿
浜
出
張

所
金
と
な
る
予
定
で
す
。管
轄
区
域

は
、現
在
の
分
室
区
域
と
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。な
お
、変
更
に
な
る
区
域

の
皆
さ
ん
に
は
、後
日
回
覧
板
等
に

よ
り
、く
わ
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
-
区
役
所
区
民
部
管

理
係
、第
十
七
出
張
所
　
八
八
四

-
四
六
五
一
、第
十
七
出
張
所
分

室
　
八
八
四
-
四
四
五
一
、第
十

三
出
張
所
　
八
九
〇
-
四
二
〇
一
、

第
十
三
出
張
所
分
室
　
八
五
三

-
二
三
〇
一

第17 出張所管轄区域変更図

第17 出張 所本室管轄 区域
〃　　分室管轄区域

鹿浜出張所( 予 定) 管轄区域図

鹿浜出張所(名称・予定)管轄区域

催
し
も
の

青
年
文
化
教
室

科
目
　
手
芸
(
木
目
込
人
形
ほ
か
)

定
員
　
四
十
名
(
先
着
順
)

期
間
　
二
月
十
二
日
(
木
)
か
ら
三

月
二
十
三
日
(
火
)
ま
で
の
毎
週

火
・
木
曜
日
(
延
べ
十
二
日
間
)

午
後
六
時
三
十
分
～
八
時
三
十
分

対
象
　
区
内
に
在
住
、在
勤
の
勤
労
青

年
で
二
十
五
歳
ま
で
の
方

場
所
　
区
青
年
館
(
大
師
前
駅
下
車

一
分
)

受
講
料
　
無
料
(
但
し
、
用
具
・
材

料
費
は
自
己
負
担
)

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
二
月
六
日
(

金
)
か
ら
受
付
け
ま
す
。
電
話

か
ま
た
は
直
接
区
青
年
館
(
　
八

九
〇
-
○
〇
六
一
)
へ

1
6ミ
リ
映
写
機

講
習
会

次
の
よ
う
に
1
6ミ
リ
映
写
機
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
、
ご
参
加
く
だ
さ
い

。

日
時
　
二
月
十
八
日
(
水
)
～
二
十

日
(
金
)
・
二
十
四
日
(
火
)
・

二
十
五
日
(
水
)
・
二
十
七
日

(
金
)
午
後
六
時
～
八
時

場
所
　
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
(

綾
瀬
駅
下
車
五
分
)

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
方

定
員
　
四
十
名
(
先
着
順
)

申
込
み
先
　
二
月
六
日
(
金
)
か
ら

教
育
委
員
会
文
化
係
へ
(
電
話
可

)ア
ー
チ
ェ
リ
ー

初
心
者
講
習
会

日
時
　
三
月
十
六
日
(
火
)
～
十
八

日
(
木
)
午
後
六
時
～
八
時

会
場
　
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ト
ア
ー
チ
ェ
リ

ー
レ
ン
ヂ
(
鹿
浜
四
-
一
-
八

八
五
三
-
四
九
二
一
)

対
象
　
区
内
在
住
・
在
学
・
在
動
で

十
八
歳
以
上
の
男
女
(
身
障
者
の

方
も
歓
迎
)

定
員
　
百
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
無
料

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
直
接
か
ま

た
は
ハ
ガ
キ
で
、住
所
、氏
名
、

年
齢
、
職
業
、
電
話
番
号
を
明
記

し
教
育
委
員
会
体
育
課
(
千
住
仲

町
五
八
)
へ
ど
う
ぞ
。
申
込
受
付

は
、
二
月
五
日
(
木
)
か
ら
。

※
ス
ポ
ー
テ
ィ
ー
な
服
装
、
運
動
靴

持
参

。弓
具
は
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

青
少
年
の
つ
ど
い

の
た
め
に

少
年
団
体
や
青
い
年
団
体
活
動
を
、

楽
し
く
す
る
た
め
の
技
術
を
体
験
的

に
知
っ
て
も
ら
う
講
習
会
を
次
の
よ

う
に
開
催
し
ま
す
。団
体
の
会
員
で

な
い
方
も
積
極
的
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

日
時
　
二
月
十
七
日
か
ら
三
月
二
十
三

日
ま
で
の
毎
週
火
曜
日
　
午
後

七
時
～
九
時

会
場
　
区
青
年
館
(
大
師
前
駅
下
車

一
分
)

対
象
　
青
年
・
少
年
団
体
育
成
会
員

内
容
　
ゲ
ー
ム
に
よ
る
自
己
紹
介
、

司
会
の
い
ろ
い
ろ
、
ゲ
ー
ム
、
キ

ャ
ン
ド
ル
サ
ー
ビ
ス
等

定
員
　
六
十
名

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
区
青
年
館

八
九
〇
-
○
〇
六
一

区
民
ス
キ
ー

ス
ク
ー
ル

期
日
　
三
月
十
一
日
(
木
)
～
十
四

日
(
日
)
三
泊
四
日
(
車
中
一
泊
)

場
所
　
志
賀
高
原
一
の
瀬
ス
キ
ー
場

会
費
　
一
万
九
千
五
百
円

定
員
　
百
二
十
名

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
区
ス

キ
ー
協
会
　
日
比
方
(
足
立
区
千

住
三
-
七
五
　
八
八
二
-
七
九

〇
〇
)

※
往
復
と
も
デ
ラ
ッ
ク
ス
バ
ス
を
利

用
。
バ
ッ
チ
テ
ス
ト
が
あ
り
ま
す

。

区
民
ス
ケ
ー
ト

運
動
会

日
時
　
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後

六
時
～
九
時

場
所
　
ヤ
コ
ウ
ス
ケ
ー
ト
プ
ー
ル

内
容
　
自
由
滑
走
　
講
習
　
ゲ
ー
ム

参
加
費
　
三
百
円
(
貸
靴
料
別
)

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
区
ス
ケー

ト
連
盟
　
八
八
一
-
九
〇

六
五区

民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
夕
べ

日
時
　
二
月
十
二
日
(
木
)
午
後
六

時
三
十
分

場
所
　
区
立
千
寿
第
三
小
体
育
館

参
加
費
　
無
料

問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
区
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
連
盟

　
八
八
一
-
九
〇

六
五

ご
注
意

小
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
方
へ

予
防
接
種
は

中
止
に
決
定

今
年
四
月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る

予
定
の
方
に
、就
学
通
知
書
と
共
に

個
別
に
通
知
し
ま
し
た
予
防
接
種
は

中
止
に
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。な
お
、就
学
通
知
書
に
記
載

し
て
あ
り
ま
す
健
康
診
断
、知
能
検

査
は
予
定
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、区
役
所
予
防
係
へ

。

妊
婦
さ
ん
に

お
願
い
し
ま
す

一
月
二
十
五
日
か
ら
郵
便
科
金
が

値
上
げ
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
出
生

通
知
票
を
郵
送
す
る
場
合
は
十
円
切

手
を
は
っ
て
お
出
し
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
区
役
所
衛
生
部
保

健
係
へ

。

土
地
所
有
者
の
方
へ

雑
草
の
繁
茂
し
て
い
る
あ
き
地
は

ゴ
ミ
捨
て
場
に
な
り
や
す
く
犯
罪
の

温
床
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

ま
た
、付
近
の
人
々
の
生
活
環
境

を
そ
こ
な
い
冬
場
の
枯
草
は
、タ
バ

コ
の
投
げ
捨
て
な
ど
で
火
災
の
原
因

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

区
で
は
、
「あ
き
地
の
管
理
の
適

正
化
に
関
す
る
条
例
」で
土
地
所
有

者
(
管
理
者
)
が
責
任
を
も
っ
て
処

理
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す

の
で
、
雑
草
は
至
急
刈
り
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、自
分
で
刈
り
取
る
こ
と
の

て
き
な
い
所
有
者
の
方
は
、区
が
実

費
を
い
た
だ
い
て
刈
り
取
る
方
法
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、区
役
所
環
境
課
保

全
係
へ

。

平
野
野
球
場
の

使
用
を
中
止

平
野
野
球
場
は
補
修
工
事
の
た
め
、

次
の
期
間
中
休
場
し
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

休
場
期
間
　
三
月
一
日
～
六
月
三
十
日

(
予
定
)
　

野
球
場
二
面

※
な
お
、庭
球
場
は
従
来
と
お
り
使
用

で
き
ま
す
が
、駐
車
場
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、教
育
委
員
会
体
育

課
へ

。

募

集
し
ま
す

施
設
見
学
会

区
で
は
、区
民
の
方
を
対
象
に
、施

設
見
学
会
を
実
施
し
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
、
ふ
る
っ
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

参
加
資
格
　
区
内

在
住
の
満
二
十

歳
以
上
の
方

日
時
　
三
月
二
日

(
火
)
・
三
月
三
日
(
水
)
の
二

日
間

見
学
施
設
　
消
費
者
セ
ン
タ
ー
、千

住
氷
川
神
社
、東
部
区
民
福
祉
セ

ン
タ
ー
、正
法
禅
庵
、大
鷲
神

社
、教
育
セ
ン
タ
ー

定
員
　
一
日
二
十
名
、計
四
十
名

(
た
だ
し
、応
募
者
が
多
数
の
場

合
は
、
抽
せ
ん
)

申
込
期
間
　
二
月
五
日
(
木
)
か
ら

十
日
(
火
)
ま
で

参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
、
こ
ち
ら

で
用
意
し
ま
す
)

申
込
方
法
　
広
報
課
ま
で
電
話
で
ど

う
ぞ
。

事
業
所
見
学

就
職
を
ご
希
望
の
高
齢
者
や
心
身
障

害
者
の
方
を
対
象
に
、事
業
所
見

学
を
実
施
し
ま
す
。ご
希
望
の
方
は

ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い

。

日
時
・
定
員
　
心
身
障
害
者
の
方
…

三
月
三
日
(
水
)
三
十
名
　
高
齢

者
の
方
…
三
月
五
日
(
金
)
五
十

名時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
九
時

集
合
場
所
　
区
役
所
本
庁
舎
前

申
込
方
法
　
申
込
書
に
ご
記
入
の
う

え
、区
役
所
援
護
係
ま
た
は
足
立

公
共
職
業
安
定
所
(
千
住
河
原
町
五
)

へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。申

込
書
は
区
役
所
援
護
係
、足
立
公

共
職
業
安
定
所
に
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、区
役
所
援
護
係
へ

。

職
員

募

集

職
種
　
児
童
厚
生

募
集
人
員
　
若
干
名

勤
務
先
　
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
等

応
募
資
格
　
満
四
十
歳
未
満
の
女
子

で
次
の
う
ら
一
つ
の
資
格
・
免
許

取
得
者

①
保
母
資
格

②
幼
稚

園
教
諭
免
許

③
小
中
学
校
教
員

免
許

④
四
年
制
大
学
で
教
育
学

科
、
社
会
学
科
等
の
修
了
者

応
募
方
法
　
履
歴
書
一
通
を
職
員
課

人
事
第
一
係
に
提
出

応
募
期
限
　

二
月
九
日
(
月
)

く
わ
し
く
は
、
区
役
所
人
事
第
一

係
へ
。ア

ル
バ
イ
ト
募
集

青
年
館
で
は
、
夜
間
ア
ル
バ
イ
ト

を
次
に
よ
り
募
集
し
ま
す
。

勤
務
時
間
　
午
後
五
時
十
五
分
～
午

後
九
時
十
五
分

募
集
人
員
　
一
名

時
給
　
五
百
十
円

資
格
　
二
十
歳
以
上
の
男
性
で
社
会

教
育
に
関
心
の
あ
る
方

く
わ
し
く
は
、区
青
年
館
　
八
九

〇
-
〇
〇
六
一
へ
。

区
立
幼
稚
園
児
募

集

区
立
大
谷
田
幼
稚
園
(
写
真
)
で

は
、定
員
に
余
裕
が
で
き
ま
し
た
の

で
園
児
を
募
集
し

ま
す
。入
園
を
ご

希
望
の
方
は
、ど

う
ぞ
お
申
込
み
く

だ
さ
い

。

募
集
人
員
　
若
干
名

入
園
資
格
　
区
内
に
お
住
み
の
昭
和

四
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
四
十
六

年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼

児
(
五
歳
児
)

申
込
場
所
　
教
育
委
員
会
学
事
係

申
込
期
限
　
二
月
十
二
日
(
木
)
～

二
月
十
四
日
(
土
)
た
だ
し
、十

四
日
は
正
午
ま
で
で
す

。

申
込
時
に
持
参
す
る
も
の
　
印
か

ん
・
幼
児
の
住
民
票
抄
本

用
紙
交
付
場
所
　
教
育
委
員
会
学
事

係
で
二
月
六
日
(
金
)
か
ら
お
渡

し
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、教
育
委
員
会
学
事

係
へ

。

掲
示
板

■
犬
の
登
録
と

予
防
注
射
を

昭
和
五
十
年
十
月
以
降
に
実
施
し

ま
し
た
第
二
回
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
て
い
な
い
方
に
は
、
二
月
初
め

に
通
知
を
出
し
ま
す
の
で
、
至
急
お

受
け
く
だ
さ
い
。

ま
た
、新
し
く
犬
を
飼
い
は
じ
め

た
方
は
、登
録
と
予
防
注
射
を
区
役

所
ま
た
は
も
よ
り
の
出
張
所
で
登
録

を
受
け
家
畜
病
院
等
で
至
急
予
防
注

射
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。

な
お
、無
登
録
お
よ
び
予
防
注
射

を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

登
録
方
法
　
区
役
所
ま
た
は
出
張
所

で
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。手
数
料

は
三
百
円
で
す
。

予
防
注
射
(
二
回
)
　

家
畜
病
院
等

で
予
防
注
射
を
受
け
、
そ
の
際
発

行
さ
れ
る
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証

を
も
よ
り
の
保
健
所
に
持
参
し
、

注
射
済
票
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。

手
数
料
は
六
百
円
で
す
。

そ
の
他
　
死
亡
、
行
方
不
明
な
ど
に

よ
っ
て
現
在
犬
を
所
有
し
て
い
な

い
方
は
、
区
役
所
、
ま
た
は
出
張

所
へ
廃
犬
届
を
お
出
し

く
だ

さ

い

。

問
い
合
わ
せ
先
　
保
健
所
、
ま
た
は

区
役
所
衛
生
係

■
愛
の
献
血

<
二
月
の
献
血
予
定
>

五
日
(
木
)
興
本
小

十
二
日
(
木
)
弥
生
小

二
十
日
(

金
)
竹
の
塚
駅
東
口

二
十
六
日
(
木
)
花
畑
小

二
十
八
日
(
土
)
北
千
住
駅
西
口

時
間
は
、い
ず
れ
も
午
前
十
時
か

ら
午
後
三
時
ま
で
で
す
。(
午
前
十

一
時
三
十
分
～
午
後
〇
時
三
十
分
ま

で
昼
食
休
け
い
時
間
)

■
安
売
り
デ
ー

<
豚
肉
>
二
月
十
四
日
(
土
)

※
黄
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
肉
屋
さ
ん

で
販
売
し
ま
す
。

<
鮮
魚
>
二
月
二
十
日
(
金
)

※
青
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
魚
屋
さ
ん

で
販
売
し
ま
す
。

■
無
料
税
務
相
談

税
理
士
会
で
は
、
次
の
よ
う
に
無

料
税
務
相
談
を
行
な
い
ま
す
。お
気

軽
に
お
立
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
時
　
二
月
二
十
三
日
(
月
)
午
前

十
時
～
午
後
四
時

会
場
　
区
役
所
一
階
ホ
ー
ル
、足
立

税
務
経
営
指
導
所
(
千
住
旭
町

八
八
二
-
九
四
一
七
)
、西
新

井
税
務
経
営
指
導
所
(
栗
原
町

八
八
九
-
四
六
〇
八
)
、東
京

税
理
士
会
足
立
・
西
新
井
支
部
会

員
各
事
務
所

■
児
童
(
育
成
)
手
当

金
を
振
込
み
ま
す

昭
和
五
十
一
年
二
月
期
の
支
払
分
(

昭
和
五
十
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十

一
年
一
月
分
ま
で
)

の
児
童
(
育
成
)

手
当
金
は
、
二
月
十
二
日
に
あ
な
た

の
指
定
し
た
金
融
機
関
に
振
込
み
ま

す
の
で
、
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
児
童
手

当
係
へ
ど
う
ぞ
。

■
あ
な
た
も

区
政
モ
ニ
タ
ー
に

現
在
、区
で
は
区
政
モ
ニ
タ
ー
制

度
を
と
っ
て
い
ま
す
。区
民
の
み
な

さ
ま
に
、区
政
へ
の
関
心
を
さ
ら
に

高
め
て
い
た
だ
き
、
区
政
に
対
す
る

考
え
を
お
聴
き
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、日
頃
お
住
ま
い
の
近
く
で

感
じ
て
い
る
事
や
、
ご
意
見
も
あ
わ

せ
て
お
聴
き
す
る
制
度
で
す
。ふ
る

っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
期
限
　
二
月
十
四
日
(
土
)
正

午
ま
で
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役

所
広
報
課
広
聴
担
当
ま
で
ど
う
ぞ
。

く
わ
し
く
は
、前
号
で
お
知
ら
せ
の

と
お
り
で
す
。

■
郵
便
料
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

一
月
二
十
五
日
か
ら
次
の
よ
う
に

郵
便
料
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
く

わ
し
く
は
、
も
よ
り
の
郵
便
局
へ
。

改
正
料
金
の
主
な
も
の
-
定
形
(
二

十
五
g
ま
で
)
…
二
十
円
か
ら
五

十
円
に
、定
形
(
五
十
g
ま
で
)
…

二
十
五
円
か
ら
六
十
円
に
、は

が
き
(
通
常
)
…
十
円
か
ら
二
十

円
に
、は
が
き
(
往
復
)
…
二
十

円
か
ら
四
十
円
に

タ
バ
コ
は

区
内
で
買
い
ま
し
ょ
う

■ 区役所( 教育委員会を含む) 882- 1111　第二庁舎889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7105　西部福祉事務所897- 5011



昭 和51 年2 月5 日 区 の お 知 ら せ 第377 号 ( 2)

住民税 申告をお願いします
こ としも住民税( 特 別区民税・ 都民税個 人分) の

申告 時期が 近づい てきました。住民税 は、区が 税額

を計 算して、この税 額をみなさんに通知 し、それに

よっ て納税してい ただく制度になっ てい ます。みな

さんが 、正しい申 告をされ ることによ って、適正な

課税が なされ ます。 お早めに申告 されますようお願

い します。今回 は、区 ・都民税につい てと、税額は

どの ように計算 されるかについてご 脱明します。

申告が必要な方は
○ 前年中に所得があった方で、51年1 月1 日
現在区内に住んでいた方
○ 区内に事務所や事業所、家屋敷があって、

区外に住んでいる方

申告をしなくても
よい方は

1. 　所得税の確定申告をする方

2. 　 前年中 の所 得が給 与所得だけ で、勤務先

から 区へ、 給与支 払報 告書が出 された方
3. 　 前年中 の合 計所得金 額が基礎 控除 額、配

偶者控除 額と扶 養控除 額の合 計額以 下の方

( 　ただし、所得のなかった方、または3

に該当する方で、申告書の届いている方

は、非課税証明書発行などの基礎資料と

なりますので、申告書の裏面を記載して

」

提出してください。)

申告書の提出期限
提出期限は3 月15日です。期限まぎわはた

いへん混み合いますから、申告書の提出と書
き方についてのお問い合わせは、お早めにお
願いします。

申告書の提出場所
区役所、第二庁舎、またはもよりの出張所

へ提出してください。なお、みなさんの便宜

をはかるため、次のとおり、課税課職目が出

張受付を行ないますので、ご利用ください。

◎ 3 月10日( 水) 11 日( 木)

場所 … 常東 出張所・第3 出張所～ 第12出張所

◎ 3 月12日( 金) 13 日( 土)

場所…第13出張所～第20出張所、東綾瀬出張

所、東栗 原出張所

※ 時間は、13 日( 土) を除き午 前9 時～午後4

時。13 日( 土) は 午前9 時～ 正午

計算の仕方は
①所得金額=収入金額- ( A) 必要経質- ( B) 事業
専従者控除額
②課税標準額=所得金額- ( C) 所得控除
③( D) 算出所得割額=課額標準額× 税率

④差引所得割額=算出所得割額- ( E) 税額控除
⑤特別区民税・都民税個人分=差引所得割額+

均等割額( 区600 円、都100 円)

( A) 必要経費

収入を得るために必要な経費です。販売し

た商品の原価、雇人費、減価償却費等。

( B) 事業専従者控除額

事業 専従者給与額は 収入金 額から 差引かれ

ます 。

青色 専従者給与 額… 完全給与制

白色専従名…… …次のうち、いずれか少ない

金額、Ⅰ　30万円　Ⅱ　( 事案・不動産およ

び山林所得) ÷ ( 事業専従者の数+1)

( C) 所得控除

次の種類があり 、これに該当 する場合は、

所得金額から差引 くことができ ます。

1. 　雑損控除… ( 損害金額-保険金などでう

められた金額) - ( 所得金額× 1/ 10)

2. 　医療費控除… ( 支払った医療・医薬費の

総額-保険金でうめられた金額) - ( 所得

金額× 5/ 100) 　※ 所得金額× 5/ 100が5万

円を超える場合は5 万円と する。※ 控除額

の最高限度は200 万円です。

3. 　社会保険料控除… 50年中支払った金額
4. 　小規模企業共済等掛金控除… 50年中支払

うた金額
5. 　生命保険料控除…支払った保険料が
Ⅰ　1万5千円以下…全額

Ⅱ　15, 001～40, 000円…
支払った保険料/

2
+

7, 500円
Ⅲ　40, 000円～70, 000円

支払った保険料/
4

+

17, 500 円

I V　7 万円超… 35, 000円
6. 　障害者控除… 16万円( 特別障害者は19万

円)

7. 　 老年者 控除 … ( 65 歳以上 で50年中 の合計

所得金額が1, 000 万円以 下の場合) 16 万円

控除

8. 　寡( か) 婦控除… 16万円

9. 　勤労学生控除… 16万円

10. 　配 偶者控除 … 19万円

11. 　扶養控除 …

I　 配偶者 がいる場合～1 人 目から17 万円

Ⅱ　配偶者がいない場合～1人目　19万円

2 人目から17 万円

Ⅲ　老人扶養親族～19万円

12. 　基礎控除… 19万円

※ 　 老年者 年金特別腔除… 公的 年金等 の収 入

金額が78万円に満たない場 合は、そ の収入

金額。78 万円を超え る場合 は78万円。

( D) 算出所得割額の出し方

別掲の速算表( 課税標準額× 税率-通算控

除 額) により計算した ものが算 出 所 得 割 額

で、特別区民 税分と都民 税個人 分とを 別々に

計算します。

〔例〕課税標準額が40万円 の場合

400, 000円× 3/ 1OO- 3, 000円=9, 000円…特別

区民 税分

400, 000円× 2/ 100=8, 000円…都民税個人分

( E) 税額控除

算出所得割額から控除されるもので、50年
中に配当所得があった場合に控除されます。
その控除額は…
◎ 特別区民税分～配当所得金額の2. 0%

◎ 都民税個人分～配当所得金額の0. 8%
ただし、課税総所得金額、課税長期( 短期) 譲
源所得金額の合計額が1, 000 万円を超える

部分の配当所得金額については, この率のそ

れぞれ半分です。

算出所得割額速算表

◎ 均等割額等の改正について、税制調査会か

ら答申がでています。
なお、「申告書用紙」と「申告書の手びき」
は、1 月24日に発送しました。

くわしくは、区役所課税課へ。

所得税

確定申告はお早めに
税務署では、2月16日( 月) から申告相談
に応じています。お気軽においでください。

□ 申告すれば
税金がもどる方

源泉徴収された税金や予定納税をした税金

が納め過ぎになっている方は、確定申告をし
て税金の還付を受けてください。
特に、次のような方は、税金が納め過ぎに

なっていないかどうかを確かめてください。
▽ 50年中の所得が少ない方で、利子や配当、
原稿料などの収入がある方
▽ サラリーマンで雑損控除や医療費控除、住
宅取得控除などを受け ることができる方

▽ サラリーマンで年の中途で退職し、その後
就職しなかったため年末調整を受けなかっ

た方
還付を受けるための確定申告書の提出は、2
月14日( 土) 以前でも受付け ますから、な

るべく早く申告して税金の還付を受けてくだ

さい。

□ 申告が必要な方
◎ 一般の方の場合

50年中の所得金額が、基礎控除額( 26万円)
配偶者控除額( 26万円) 、扶養控除額( 26万
円) 、その他の所得控除額の合計額よりも多

い方は申告しなければなりません。
◎ 給与所得者の場合
大部分の方は申告する必要はありませんが

次のいずれかにあたる方は、申告をしなけれ
ばなりません。
▽ 50年中の給与の収入が1, 000万円を超える
方
▽ 給与所得以外の所得が20万円を超える方

▽同族会社の役員などで、その会社から給与
のほかに土地建物などの賃貸料、貸付金の
利子などの支払いを受ける方
▽ 給与を2 か所以上から受けている方

□ 譲渡所得の申告
譲渡所得があると見込まれる方には、確定

申告書( 分離課税用) と「譲渡内容について
のお尋ね」を同封送付してあります。
この「お尋ね」は、後日、譲渡所得の計算

内容などについてご照会し、またはご説明を
いただく手数を省きたいためのものですから
「お尋ね」に関係事項を記入して確定申告書

に添付して提出してください。
譲渡所得の申告手続きについて、税務署に

ご相談のうえ提出したいと希望される方は、
ご来署の際、できるだけ「お尋ね」に関係事
項をご記入のうえ、不動産の売買契約書また

は、売渡しのわかる書類、売渡し費用の領収
証、売った物件の取得価額のわかる書類とと
もにご持参ください。

□ 国税・地方税の
共同説明会

所得税、住民税の申告書の書き方などにつ
いて、次の日程で説明会を開催します。

時間は、いずれも午後1 時30分からです。

□ 納税証明書の発行
毎年3 月になると、納税証明書の交付を請
求されますが、たいへん混雑してご迷惑をお

かけすることがありますので、なるべく2 月
中に請求されるようお願いします。

センター・児童館・老人館だより

□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

■
老
人
将
棋
大
会
-
二
十
一
日
(
土
)
…
定
員
三
十
六
名
(
受
付
順
)

申
込
み
は
五
日
(
木
)
か
ら
■
子
ど
も
映
画
会
-
十
四
日
(
土
)

午
後
二
時
■
押
絵
と
は
り
絵
で
お
ひ
な
さ
ま
を
作
ろ
う
-
十
七
日

(
火
)
午
後
一
時
…
材
料
費
千
五
百
円
(
押
絵
)
、千
円
(
は
り
絵
)
■

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室
-
二
十
日
(
金
)
午
前
十
時
…
材
料
費

千
円
(
テ
キ
ス
ト
代
共
)

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
八
九
-
四
六
六
一

■
子
ど
も
映
画
会
-
七
日
・
十
四
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分
■

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
-
十
八
日
(
水
)
午
後
三
時
■
老
人
無
料
マ
ッ

サ
ー
ジ
-
二
十
七
日
(
金
)
午
前
九
時
三
十
分

□

西

部
区

民

福

祉

セ

ン

タ

ー

　
　八
九
七
-
五
〇
一
六

■
児
童
映
画
会
-
七
日
(
土
)
午
後
二
時
■
老
人
お
し
る
こ
会
-

十
日
(
火
)
午
前
十
時
…
定
員
百
名
■
老
人
映
画
会
-
十
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分
■
老
人
指
圧
マ
ッ
サ
ー
ジ
-
十
三
日
(
金
)
午

前
九
時
三
十
分
…
定
員
七
十
名
■
老
人
健
康
相
談
-
十
七
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分

■
粘
土
工
作
-
十
八
日
(
水
)
午
後
二
時

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
八
二
-
二
七
六
五

■
お
年
寄
と
職
員
の
懇
談
会
-
十
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分
■

無
料
マ
ッ
サ
ー
ジ
-
十
三
日
(
金
)
午
前
九
時
三
十
分
■
卓
球
指

導
-
十
四
日
(
土
)
午
後
二
時
■
老
人
健
康
相
談
-
十
七
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分
■
老
人
踊
り
教
室
-
十
八
日
(
水
)
午
前
十
時

三
十
分
■
老
人
映
画
会
-
十
九
日
(
木
)
午
前
十
時
三
十
分

□
西
伊
興
児
童
館

　
　八
九
七
-
六
九
四
八

■
も
ち
つ
き
大
会
-
八
日
(
日
)
午
後
一
時
(
雨
天
中
止
)
■
卓

球
教
室
-
十
四
日
(
土
)
午
後
三
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　
　
九
一
二
-
三
四
二
一

■
親
子
読
書
会
-
八
日
(
日
)
午
後
二
時
■
老
人
盆
栽
ク
ラ
ブ
-
十
日

(
火
)
午
前
十
時
■
老
人
民
謡
教
室
-
十
三
日
(
金
)
午
前
十

時
■
老
人
三
味
線
教
室
-
二
十
日
(
金
)
午
前
十
時
■
老
人

将
棋
大
会
-
二
十
二
日
(
日
)
午
前
十
時
…
定
員
三
十
二
名
、申
込

受
付
中

□
千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館
　
　
八
八
二
-
一
二
一
八

■
老
人
民
踊
教
室
-
十
二
日
(
木
)
午
後
一
時
■
老
人
民
舞
教
室
-
十

八
日
(
水
)
午
後
一
時

□

本

木

東

児

童
館

　
　八
四
九
-
三
〇
〇
五

■
父
母
映
画
会
-
二
十
日
(
金
)
午
後
二
時
■
子
ど
も
映
画
会
-
二
十

一
日
(
土
)
午
後
二
時
■
紙
芝
居
-
毎
週
火
曜
日
午
後
三
時

四
十
分

□
花
畑
区
民
セ
ン
ター
　
　
八
五
〇
-
二
六
一
七

■
老
人
マ
ッ
サ
ー
ジ
-
七
日
(
土
)
午
前
九
時
三
十
分
・
午
後
四
時
■

ピ
ア
ノ
を
弾
こ
う
-
八
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分

<
申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、直
接
施
設
の
事
務
室
へ
>

■
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
四
期
分
の

納
期
限
は
三
月
一
日

■
個
人
事
業
税
の
申
告
受
付
期
間
は

二
月
十
六
日
～
三
月
十
五
日

■ 足立区から部落差別をなくしましょう Y・NO　215, 00


